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本稿は，信用論を分析対象とするものであるが，信用論についてはすでに拙  

稿〔11〕〔12〕で不十分ながら論じたことがある。信用論研究は，拙稿以降も数  

多くなされているので，拙稿はいくつかの点で修正されねばならないが，修正  

点の中心は二つある。－一つは，商業信用と銀行信用との関連である。拙稿でも，  

商業信用の限界を克服するものとして銀行信用を与えるという構成を採用して  

いるが，かかる通説的立場に対して，楊枝は，最近の－・連の論文（楊枝〔18〕  

〔19〕〔20〕）の中で，商業信用から銀行信用へという展開は，宇野や川合が広め  

た誤った見解で，銀行借用の展開に商業信用は不可欠ではないとしている。こ  

の点は，拙稿執筆以降われわれ自身も考えていた問題点であり，それ故この間  

題提起は十分にうけとめられねばならないと考える。とはいえ，資本制におけ  

る信用形態が商業信用と銀行信用とにあることに変りはなく，商業信用のもつ  

意義が軽視されるべきではない。だから商業信用論は，銀行信用論とは離れて  

も独自に展開されねばならないが，その上で，商業信用と銀行信用がいかに関  

連づけられるべきか。これこそが本稿で再検討されるべき第一の問題である。  

もう一つの修正点は，拙稿では信用論を競争論的に展開するという視点が十分  

貫徹されていなかったという点である。われわれは，われわれ自身の－・連の研   
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究を「『資本論』の競争論的再編」という言葉で表現してきたが，拙稿〔11〕〔12〕  

は処女論文で，かかる視点はまだ十分にとり入れられていなかった。本稿では，  

とりわけ商業信用論について競争論的視点を積極的に導入することによって，  

従来の論争に新しい解釈を与えることにしたいと考えている。（なお，信用論を  

鹿争論的に再編することについての方法論的考察は，本稿ⅠⅤ結語でとりあげる  

ことにしよう。）  

（1）商業信用の本質  

商業信用の本質を考える際に，最近では，商業信用形成の動機，商業信用に  

伴う効果（動機と効果はほとんど同じである），商業信用成立の条件等にわけ  

て，いわば個別的産業資本（商業資本）の運動にそくして与えることが多い。  

そうした方向は当然評価されてよいだろう。さて，商業信用形成の動機は通常  

次のように与えられる。まず買手の側では，生産物の一部がたえず商品形態で  

流通過程に滞留しており，この間生産を連続させるために追加的資本（以下こ  

れを予備資本とする）が必要となる。それ放この予備資本を節約し，生産拡大  

にふりむけることが買手の動機となる。他方，「命がけの飛躍」をかかえる売手  

の側では，信用売りによって一応販売先を確保し，不確定な流通期間の長さ（予  

備資本の大きさ）を確定化することができる。（最近では，これに商品在庫の保  

管費用の節約という利益を指摘するケースが多い。）では，商業信用はこれらの  

ことをいかに実現させるか（商業信用成立の条件）。買手は，現金売買である限  

り，自らの商品が実現するまで商品を購入できないので予備資本が必要となる  

のだが，もし信用で購入できれば，予備資本を投入することなく，生産物を手  

に入れることができ，しかも手形の決済時には自己の商品の販売代金で対処す  

ることができる。他方売手は，生産物が流通過程に滞留している間は予備資本  

が必要であるが，この現金売買でも必要であった予備資本を根拠にして，信用  

売買に対処したのであるから，信用売りによって新たな負担が生ずることもな   
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く，しかも販売先（流通期間）の一応の確定（そのため予備の予備資本が節約  

でき），商品在庫の保管費用の節約も実現することになる。このようにして，商  

業信用では売手の予備資本を根拠にして，買手の予備資本が節約されることに  

なる。   

以上の本質規定は，拙稿〔11〕をほぼそのまま再現したものにほかならない  

が，本稿では，この規定をより具体的な例で図解してみよう。売手をA、買手  

をBとする。生産規模や生産期間はいずれも生産技術的に与えられた大きさで  

あるが，簡単化のため，ABともに生産期間1カ月で，Aは毎月100の可変資本  

のみを投下し，Bは毎月100の流動不変資本と100の可変資本を投下するとする。  

（BがAから100の生産物を購入すると想定しているのだから，m′＝0％とし  

ていることになる。こうした想定は回転の問題を考察する際に通常行なわれる  

ものである。もちろんm′＝100％として例をつくることも可能である。）商業信  

用を考える際に重要なのはいうまでもなく流通過程である。まず購売（G－W）  

は時間的にはすみやかに行なわれるとし，しかも生産の拡大に対応するため，  

生産規模に比例した大きさの原材料をたえず保有していなければならないとす  

る。このようにすると，Gは瞬間的存在として以外は不要であるように思われ  

るかも知れない。しかし，準備金としての貨幣はたえず－・定割合（その割合は  

経験的に与えられる以外にないが）保有していなければならない。他方，販売  

（W－G′）の方はどうか。拙稿〔15〕で商業資本論を展開した際には，商業資  

本が不特定多数の消費者へ販売する以上，在庫商品や陳列商品を販売技術的に  

与えられた大きさで保有しなければならないと想定した。その場合，商品の売  

れゆきの良し暮しは，商業資本へ販売する産業資本の在庫の増減一流適期間の  

長短で表現されることになる。しかし，商業信用は産業資本相互の恒常的取引  

の中で成立するものであるから，産業資本の下にある製品在庫は，（一・部は産業  

資本自らがたえず保有しようとする部分もあろうが，大部分は）流通期間の長  

短によって結果的に成立・変動するものとすることができる。以上の前提の下  

に，現金売買の関係を示したのが第1・3図であり，信用売買の関係を示した  

のが第2・4図である。現金売買と信用売買の比較をする前に，各図の意味を  

与えておこう。第1・2図は，投下資本の運動をその流れにそって解明したも   
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第1図 現金売買  

－（遣－  

資本投下時点   期‡？ 子 守 守？7 守？1P   

l期期竃100V  」－－－－⊥・－…▲…－－⊥－－－一一一一・…J－…一⊥－－－L－－…1－…－J  

（刃 2期期首100V  ■   l＿＿＿＿．▲＿＿＿，＿l  ■＿＿．＿＿し＿＿＿＿＿l l＿＿＿●●」  

・  ・▼＿．．＿1－＿…＿」 t ＿＿＿＿＿l＿＿＿＿●－    r  3期期首100V  

300V  

4期期首100C  

5期期首100C＋100V  

6期期首100C＋100V  

7期期首100C＋100V  

（B）  

400C＋300V  

（」＿．・．＿．」生産期間 し●＿…」販売期間 ⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝コ原材料保有期間）  

第3図 現金売買の貸借対照表   

A（3期以降）  B（7期以降）  

現金100  
原材料100  

半製品150  

製品400   

750   750   

現金50  

半製品50 製品200     芸芸霊300   

300   300  

＊現金は，現金売買の時は（最薫別こ投下する）流動不変資本＋可変資本に対する一層の比率（こ   

こでは50％）としておく。  

＊半製品・仕掛品は，生産過程の段階によって異なるが，その価値形成は，ここでは完成品の   

％として計算しておく。  

＊第3・4図が第1・2図と資本の大きさで異なるのは，第1・2図より，現金部分だけ大き   

くなり，半製品の未完成分（可変資本は全額前貸されているのに価値形成はその％と計算さ   

れている）だけ小さくなるからである。   
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第2区l信用売買   

資本投下時点  期1 2  3  4  5  6  7  8  9 10  

l  し－・・－－∫＝＝ニ＝＝1  －－－－…fニ；ニ；ニ1  し－－－－一亡＝；ニ＝＝ゴ  

ー    l＿＿＿＿＿▲＝＝＝＝＝1    t ＿＿＿＿＿J＝；＝；＝1   l＿＿＿＿●」  

■   l…●＿＿∫ごニニニニ1   l…－＿＿Jニニニニ＝1   l  

仏）（投下資本は  

第1図と同じ）  

3期期末100C  

4期期盲  100V  
4期期末100C  

5期期首  100V  
6期期末100C  

7期期首  100V  

（切  

300C＋300V  

（⊂＝＝＝＝＝】琵蒜晶晶て  －－・・警官警讐雷撃芳蒜買手）  

第4図 借用売買の貸借対照表   

A（3期以降）  B（6期以降）  

現  金100  支払手形 100   

原材料100  

半製品150  

製品400   

750   750  

現金50  
半製品50  300   
製品100  
受取手形100   

300   300  
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のであり，第3・4図は，資本の運動をある時点で切って貸借対照表形式で解  

明したものである。前者の分析方法はよく使用されるものであるが，後者の分  

析方法は本稿で新しく導入したものであるので，もう少し詳しく説明しておこ  

う。貸借対照表の資産の項目は，いうまでもなく投下資本がさまざまにとる現  

象形態を示している。資本の回転という視点から資本をわければ，流動資産（流  

動資本のとる形態）と固定資産（固定資本のとる形態）とにわけられるが，商  

業信用を対象とする場合は，流動資産だけに限定すべきであるから，固定資産  

は省略してある。流動資産の項目は更に現金・預金，原材料，半製品（仕掛  

品），製品，受取手形（売掛金）にわけられる。これらの項目が資本の運動（G  

－W・・・P・‥W′－G′）のどの現象形態と対応するかといえば，原材料は，G－＠  

…P…W′－G′（以下○印がその現象形態を示すとする），半製品（仕掛品）  

は，G－Wl‥川②…W′－G′，製品は，G－W…P…㊥－G′，受取手形（売掛金）  

は，G－W…P…W′一匡】（□印は債権でいまだ貨幣をうけとっていないことを  

示すとする）となる。なお，現金・預金は，⑥－W‥・P…・W′」G′のようにみえ  

るが，実はそうではない。資本の運動の中でのGの形態は瞬間的であると前潰  

しているので，現金・預金はあくまでも準備金であり，この運動形態とは別の  

固定した存在である。他方，貸借対照表の負債・資本の項目は，投下資本の源  

泉を示すことになるが，株式発行による資本調達や固定負債はここでは捨象さ  

れるべきであるから，流動負債としての支払手形（買掛金）と自己資本に限定  

することができる。それをここでは貸借対照表の項目にしたがって，支払手形，  

資本金＋剰余金で示すものとしておこう。なお，資産と負債・資本の関係を示  

すものとして，現金比率＝現金・預金／流動負債が考慮され，たとえば20％以上  

がのぞましいというように経験的な比率として与えられることになる。   

さて，第1図と第2図を比較すれば，信用売買によって，B（買手）の予備  

資本（100）が節約されていることがわかる。それを支えているのは，A（売手）  

の予備資本（現金売買でも必要であったもの）であるが，Bの節約される大き  

さとAの根拠とされる大きさが通常は異なること1）と，Bにおいても可変資本  

部分は節約されないことに注意しなければならない。同じことは，第3図と第  

1）たとえば，m′＝0％としなければ，Bの節約額＞Aの予備資本となる。   
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4図を比較してもいえる。信用売買によってBでは新しく現金比率という要素  

が登場してくるようにみえるが，これによって現金・預金部分がより多く必要  

になるわけではない。なぜなら，この現金・預金部分はもともと商品を買うた  

めに必要な貨幣ではなく，あくまでも準備金であったのであり，借用売買にな  

って支払手形と関連づけられても，支払手形を決済する貨幣は，現金売買の場  

合と同様，自らの商品の販売代金で可能であり，それ政信用売買に変化しても  

その準備金のはたす役割は同じであり，より多くが必要となるということもあ  

りえないからである。かくして信用売買に変化しても，資産の項目は同じまま  

であり，負債・資本の項目のうち，支払手形が新しく増加した分だけ逆に資本  

金＋剰余金は節約されることになる。売手の方からいえば，現金売買の製品の  

一部が信用売買の受取手形に変化しただけであり，それ故売手の負債・資本は  

不変であり，売手は信用売買によっても追加的資本を必要とはしないのである。  

なお，売手は信用売買に変化すると，受取手形に対応して貸倒引当金を計上し  

なければならなくなるので，その分追加資本が必要となる。実はこの貸倒引当  

金の計上は，売手に新しいコスト負担を強いることになり，現金価格と信用価  

格の差を考慮する際には重要な要素となる。とはいえ，これは受取手形の一・定  

割合でしかないから，AとB全体の資本節約効果を打ち消してしまうものとは  

考えられないであろう。（但し，第4図には，貸倒引当金は計上されていない。）   

次に，商業信用論の論争点にふれておこう。第一・の論争点は，借用売買が売  

手にとって追加的負担とはならないかという点である。以上の説明は，（拙稿  

〔11〕と同様）日高〔8〕・大内〔2〕の商業信用論を継承したものであり，信  

用売りは現金ではすぐに売れないものを手形で売るのであり，それ故手形期限  

はその商品の本来の流通期間より長くなりえず，それ故借用売買によって売手  

が必要とするのは，現金売買でも必要であった予備資本であり，追加的負担に  

は決してならないというものである。いうまでもなく，信用制度はまず理想的  

平均的世界を前提にして展開されるべきであり，理想的平均的世界を前提にす  

る限り，信用売買は以上のように与えられると考えねばならない。というのは，  

拙稿〔11〕でも強調したように，現金売買でも必要であった予備資本を根拠と  

しない限り，この関係は継続しえず，継続しえなかったら，買手が節約した資   
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本を生産拡大にふりむけることもできなかったからである。しかし，とはいえ  

拙稿〔11〕のように，追加的負担になるケースを全く排除するのも誤りであろ  

う。それは，理想的平均的世界で成立する関係だけでなく，競争的世界での関  

係にもふれるべきであるというだけの消極的理由からではない。実は，競争的  

世界で商業信用がさまざまにとる形態が，逆に平均的世界での商業信用の内実  

をも規定していくことになるからである。売手が予備資本以外を根拠にして（そ  

れは遊休資金以外にないが）商業信用を展開するケースを二つ考えることがで  

きる2）。第一・は，個別資本相互の激しい販売競争を前提とした場合であって，何  

らかの理由で売手が遊休資金を保有していて，激しい販売競争にうちかつため，  

それを根拠としてより長い手形期間での販売に応ずる場合である。第二は，産  

業循環過程を前提にした場合である。この第二のケースを少し詳しくみてみよ  

う。まず不況期を出発点にとり，そこでは現金売買が中心であったとする。景  

気が回復軌道にのり，好況過程に入ってくると，（現金売買がなくなるわけでは  

ないが）次第に信用売買が増加する。このことは，売上債権の増加と（手形期  

間が長くなっていないにもかかわらず発生する）売上債権／売上高の比率の上昇  

とによって示される。ところが，好況末期になると，還流が滞り始め，支払が  

きつくなるから，手形期間が長期化し，その結果一・時的に売上債権／売上高の比  

率は急増する。しかし恐慌期以降，売上債権そのものが急激に減少し，現金売  

買に中心が移行しつつ，規模が縮小する。（以上については，大畠〔3〕を参照3）。）  

以上のように遊休資金を利用して商業信用が成立する場合をとらえたとすると，  

こうした場合を，遊休資金の利用は－・時的であるからこの利用もー・時的な場合  

であるとし，予備資本を根拠にする継続的な場合と完全に分離してしまうこと  

がはたして正しいかどうかという疑問が発生する。上述の第一・のケース，即ち，  

個別産業資本の激しい販売競争があり，その結果手形期間が長びき，遊休資金  

が積極的に利用されるケースをとりあげてみよう。もしそうした激しい兢争状  

2）このことは競争的世界が二つの異なった次元をもっていることにもとづいている。  

3）大畠〔3〕は，昭和30年代の企業間信用を分析したものであるが，本稿の説明がそのま   

ま大畠〔3〕の主張なのではない。昭和30年代の日本経済の産巣循環の分析には，帝国主   
義段階や国独資段階の恐慌・産業循顎の形態変化論が必要であるし，更には日本経済論   
が前提となっていなければならないからである。   
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態が続くなら，たとえ一博的な遊休資金が存在しえなくなったとしても，個別  

資本は，何らかの形で資本を準備してでも信用売りを続けねばならないだろう。  

もしそうであるなら，それは現金売買でも必要な流通期間そのものがすでに延  

長されたと考えなければならない。先の説明ではあたかも現金売買の際の流通  

期間がア・プリオリに与えられているかのように前提し，その上で信用売買に  

変化した場合を考察していた。しかし，そもそも現金売買の際の流通期間はア・  

プリオリに与えられているのではなく，実はこうした個別産業資本の激しい販  

売競争や産業循環過程を通して事後的に決まるものでしかないのである。即ち，  

競争世界は平均的世界の内実をも規定するのである。   

商業信用論のもう一つの論争点は，商業信用と利子の関係である。理想的平  

均的世界を前提とする限り，信用価格と現金価格の間には差が発生する。そこ  

で問題となるのは，この差がいかに発生するかという点と，この差を利子と考  

えることができるかどうかという点である。このうち後者の点こそ，商業信用  

と利子の関係として従来から論争されてきた問題である。商業信用は，信用（債  

権債務関係）を伴った売買であるから，売買に重点をおくことも，信用に重点  

をおくことも可能である。商業信用に利子が伴うとする立場は，信用に重点を  

おいた上で，信用（債権債務関係）を貸借に還元し，しかもこの貸借を貨幣（等  

価）の貸借に擬制することになる。（なぜなら，利子はマルクスの表現でいえ  

ば，本来資本として機能しうるという追加的使用価値をもった貨幣の貸借に伴  

って成立するものであるからである。）こうした議論が擬制でしかないことは次  

の点にあらわれる。たとえこれを貨幣の貸借と考えたとしても，個々の商品売  

買に伴って成立するという枠からぬけ出ることはできないから，貸付資本のよ  

うに，貸付資本の需要と供給が市場を通して同時的大量的にぶつかり，利子率  

が決定されるという関係は決して成立しないのである。そうであるとすれば（擬  

制の上に成立していものであるとすれば），利子といっても所詮利子のようなも  

の＝「利子のいわば萌芽形態」（山口〔16〕63ペ・－ジ）にならざるをえず4），議  

4）最近の商業信用論では，以上の点は共通の見解になっているように思われるが，まだ   

若干の差を残している。即ち，－・方の立場では，現金価格と信用価格の差を利子とした   
上で，この利子は範疇としては十分確立されていないことを強調するものである。たと   
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論としては成立しえても，あまり経済学的な意味を与えることはできないよう  

に思われる。むしろ，問題は，その差を利子とするかどうかよりも，この差が  

いかに発生するかをどのように説明するかという点にある。この差について，  

われわれは拙稿〔11〕を若干修正して次のように与える5）。第一・に，信用売買に  

コストがかかるとすれぼ，信用価格は当然現金価格より高くなるから，信用売  

買に伴うコストを考慮せねばならない。信用売買に伴うコストとは次のような  

ものである。即ち，借用売買に際して，売手は不渡りになる可能性を考え，－ 

方では信用調査費用，債権取立費用等の流通費用を支出し，他方では不渡りに  

備えて貸倒引当金を計上しなければならない。もちろん不渡りが発生するか否  

かについて，取引が恒常的になれば（恒常的にならねば，商業信用の劾果もで   

えば，「現金価格と信用価格との差額として現われる利子は，それ自体，売り手と買ヤ手   
との個別的な関係によって決定される以外にない。そこではなお利子は，商高価格に埋   
没しているのであって，－・般的利子率というような明示的な水準を形成するまでには至   

っていないというべきであろう。しかしながら，借用価格は現金価格を上回るという関   
係において，債権者たる売り手の泉南蛮金一つまり，－・定期間は商品の購買に当てる予   
定がないゆえに，債権としてある貨幣額－を，債務者たる買い手が利用するとされるこ   
とによって，前者の『資金の余裕』にもとづく後者の『資金の節約』という関係は，宇   
野のいわゆる『資金の融通』として，そこで利子が授受されることになる。」（岡部〔4〕   
65ページ）他方の立場では，範疇として確立しえない以上，利子ということはできない   

とする。たとえば，「宇野氏の旧『原論』にあっては，『貨幣市場』の導出をみない商業   

信用の論理段階では『利子』範疇それ自体を取り扱うことができないという観点と，商   
業信用においても『利子』は価格差として現われることができるが，それは個別的な現   
象にとどまってなお－L般化することができないのだという観点とが，区別されることな   

く劇体となって結び合わされているとみられるのである。しかしながら，この両者は厳   
密に区別されるべきである。なぜなら，前者は叩け子・』範疇の萌芽規定を商業信用にお   
いては認めようとしないのにたいし，後者はそれを容認する構造になっているからであ   

る。したがって，われわれは商業信用において『利子』範疇は成立しえないとする前者   
の観点に立たざるをえない。」（丸山〔10〕40ページ）  

5）以下の説明の先駆的なものは，山口〔16〕第3章にみられる。そこではこの羞について，  

（1）危険プレミアムのようなもの，（2）売手と買手の間の強気と弱気の関係の二つがあむデら   
れている。（63ページ）山口〔16〕第4章では，危険プレミアムの 

に伴うコストとして明確化されているように思われる（本稿注6）参照）が，いずれに   
せよ，（1X2）を整理すればわれわれのような説明になると思われる。   

なお，最近の商業信用論の中には，売手は商品経済的力能の制限（芳賀〔9〕29ページ）   
や購買力の制約（岡部〔4〕64ページ）をうけるから，買手に対してこうした制限や制約   
に対する譲歩を要求しうるとして，この差を説明しようとするものがある。売手にこう   

した制約が加わるかどうかも疑問であるが，たとえ制約が加わるとしても，それはコス  
ト等として定式化されるべきであろう。   
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てこないが），信用調査等によってわかる部分は小さくなり，貸倒引当金で対処  

する部分が大きくなるであろう＄）。貸倒引当金の保有はそれだけ生産拡大のチ  

ャンスを失わせることになる。（以下，これを貸倒引当金に伴う費用とする。）  

かくして，これらの費用は信用売り資本家によって支出されざるをえず，これ  

が現金価格以上に信用価格を上昇させ，信用価格という形で実質的に信用買い  

資本家が負担することになる。次に，このコストを引いても残る商業信用の利  

益をいかにわけあうかという問題が発生する。これを決めるのは，売手と買手  

の間の競争でしかないのであって，もちろん－・般的には，売手が強気の時は信  

用価格は高く，逆は逆となる。しかしより重要なのは，これを産業循環過程の  

中で考察する場合である。売手の利益は，販売先を一応確定することにある。  

それ放この利益は，回復過程では販売拡大を求めているので大きくなるが，好  

況も中廟になると売れて売れて困る状態が出現するので，この利益は相対的に  

小さくなる。更に，好況末期から恐慌期にかけては，一斉で実現問題が次第に  

顕在化してくるからこうした利益は大きくなるが，同時に不渡りの可儲性も増  

大するから，（販売先を確定すればよいとはいえず，それ故）この利益が小さく  

なる側面も残らざるをえない。他方，買手の利益は資本の節約→生産の拡大で  

ある。不況期から回復過程では，たとえ生産を拡大しても利潤増大の可儲性も  

小さいので，この利益は小さいであろうし，逆に好況期になると，この利益は  

当然大きくなる。更に，好況末期から恐慌期にかけては，生産拡大→利潤増大  

はあまり期待できなくなるが，同時に次のような事情も発生する。即ち，－・方  

で貨幣の還流が滞り始め，支払の困難が増加してくるが，他方で競争関係があ  

るので生産規模を縮小できず，その限りで引き続き商品の購入（信用での購入）  

をしなければならない。以上の関係を総括して確定できることは，信用売買に  

関して，不況期から回復過程では，買手が売手に強気になり，好況期では逆に  

なるということであり，それ故不況期から回復過程では，（現金価格それ自体も  

6）拙稿〔11〕では貸倒引当金に対する考察が欠けている。この点を明示的に示しているの   

が，山口（16〕第4章の論文である。たとえば，「商業信用はまたそれに特有の不確定的な   

種々の費用－たとえば信用調査費用や債権取立費用や不渡り準備金など－を必要とす   
る」と。（116ページ）   
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低迷しているが），信用価格と現金価格の差も小さく，好況期では（現金価格も  

上昇してくるが），その差も大きくなるということである。（その意味では，こ  

れは利子率の動きににているといってよい。但し，いうまでもなく利子率は好  

況末期から恐慌期にかけて急騰していくことになるが，信用価格と現金価格の  

差は－売手と買手の間の先にのべたさまざまな事情から・一・義的な結論を導きだ  

すのは困難であろうが－，少なくとも急騰するということはないだろう。）以上  

のように考えると，第一・の論争点と同じような問題がでてくる。そもそも理想  

的平均的世界で，商業信用に伴うコストを引いても残る商業信用の利益を売手  

と買手の間でどのようにわけあうかを決める法則は存在しないのであって，実  

は売手と買手の兢争や産業循環過程を通して事後的にのみ決定されるとしかい  

いようがないのである。こうして，競争的世界は平均的世界の内実を規定する  

ことになるのである。   

（2）商業信用の限界  

通常，商業信用の限界の設定はそのまま銀行信用の展開を直接的に規定して  

いくことになるが，本稿ではそのような立場はとらない。とはいえ，商業信用  

論の展開の－・環として，その限界を与えておくことが必要であることに変りは  

ない。さて，商業信用の限界は大きくわけて二つのケースがある。一つは，も  

ともと商業借用が成立しえないケースで，たとえば労賃の支払や資本家の消費  

には商業信用は展開されないというのがその代表的な例である。もう一つは，  

本来商業信用が成立してもよいはずのところが何らかの障害があって成立しな  

くなっているケースで，これには，卜）手形は，特定の金額や特定の期間で振出  

されるので，そ・の流通性に限界がある場合，仁）個別資本の債務者としての信用  

度に限界がある場合，の二つの場合がある。拙稿〔11〕では，この中から個別  

資本の債務者としての信用度にしぼって定式化しているが，本稿ではそれを若  

干修正して次のように定式化する。即ち，商業信用はまず次の不等式が成立す  

れば成立しえない。買手の生産拡大効果＋売手の流通期間確定化の効果〈信用  

調査等の流通費用＋貸倒引当金に伴う費用。次に不等式が逆転したとしよう。  

それでも，逆転した不等式の左辺マイナス右辺の配分をめぐって売手と買手の   
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間で意見が－・致しなければ商業信用は成立しない。   

最後に，商業信用の限界についての最近の主張として，山口〔16〕と大内〔2〕  

をとりあげることにしよう。山口〔16〕第4章では本稿と同じような定式が与  

えられている。「さらに第三に，商業信用は，受信資本が将来の貨幣還流とそれ  

による支払を予定し，与信資本がそれを個別的に借用することによって成立す  

るのであるから，両資本の間で借用授受の量，時期，期間についての条件が－・  

致したとしても，それでかならず成立しうるというわけのものでもない。将来  

の貨幣還流と貨幣支払にはつねに不確定性がつきまとうため，すでに述べたよ  

うに，個々の資本はそれに対処して新たな諸費用の支出と貨幣資本の準備とを  

必要とするのであって，かならずしも確定的基準のないこれらの新たな個別的  

資本支出と，信用の授受によって得られるであろう諸利益との個別資本的比較  

計量をとおしながら形成される商業信用は，部分的，散発的関係にとどまらざ  

るをえないのである。」（山口〔16〕113ページ）実は，山口〔16〕第4章では商  

業信用の限界は三つあげられていて，そのうち二つは，山口〔16〕第3章の論  

文の継承であり，引用した三番目が第4章の論文で新しくつけ加えられたもの  

である。このことは，（本稿注5）6）でみたように），山口〔16〕第4章では商業  

信用に伴うコストが明確化されたのと対応しているといってよいであろう。次  

に，大内〔2〕第4章をみてみよう。大内は，商業信用の限界は振出人の信用  

力の問題であり，信用力の問題とは手形の満期における支払の確実性の問題で  

あるとする。しかし，満期における支払は結局誰にもわからないものであると  

して，商業信用の限界を「手形の期限の問題に帰着」（153貢）させる。われわ  

れの大内に対する疑問は二つある。第一・に，期限があるからといって，商業手  

形が流通しないわけではなく，またすべての手形が割引されるわけでもない。  

ということは，個別産業資本はたえず商業信用に伴う利益と期限があるための  

支払の不確実性を比較計量して商業信用を形成するのだし，更にいえば，期限  

があるための支払の不確実性と（手形割引をすれば不確実性は一応なくなるが  

その代り）割引料をとられることになることとを比較計量して手形割引を行な  

うのである。したがって，これを商業信用の限界として与えるためには，そう  

した個別座業資本の比較計量を定式化することが必要であり（その試みが山口   
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〔16〕であり拙稿〔11〕であったのである），抽象的に期限があることに還元す  

べきではないだろう。もう一つの疑問点は，大内では，商業信用の限界を手形  

に期限があることだとした上で，銀行券では一層払でこの制約から解放される  

から，商業信用の限界は銀行券の登場によって克服されるとしている点である。  

銀行券に期限がないということは，いつでも金貨幣にかえられうるということ  

であって，金貨幣との同一・性を意味する。とすれば，大内の論理に従う限り，  

商業信用の限界は金貨幣の登場によって克服されると第一儀的にはすべきであ  

り，銀行券は金貨幣との同一健から同じ機能をはたしうるものとすべきであろ  

う。この点は後に改めて検討することにしよう。  

ⅠⅠⅠ  

銀行信用の本質は，遊休資金の社会的融通機構という点にあり，その融通の  

媒介者・機構の担い手が銀行資本である。いうまでもなく，遊休資金が銀行資  

本を媒介にして融通される関係から，媒介者としての銀行資本を捨象すれば，  

『資本論』第3巻第5篇第21章～第24章のような利子付資本論（貸手としての貨  

幣資本家と借手としての機能資本家の関係）がうかびあがってくる。銀行信用  

論の課題は，第21章～第24章のくり返しをすることではなく，媒介者としての  

銀行資本を本格的に導入することによって，遊休資金の預託者としての産業資  

本とこれをうけいれる銀行資本（貨幣取扱資本）の関係と，遊休資金の貸出先  

としての産業資本と貸付ける銀行資本との関係とを具体的に把握することであ  

り（前者が銀行預金論，後者が銀行貸出論），この中で銀行資本が成立する必然  

性を明らかにすることである。（銀行資本論）   

（1）銀行預金論  

周知のように，マルクスは銀行信用の展開について，商業信用→銀行信用へ  

という道と貨幣取扱資本→銀行資本という道とを並記しているが，日高〔8〕  

は，後者の道を歴史的な説明であるとした上で否定的に扱っている。しかし，  

最近の研究では，後者の道を論理的な展開としてとらえ直すという立場が多く   
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なっている7）。拙稿〔12〕もそうした立場をとっており，現在でもこの点は基本  

的に改める必要はないと考えているので，まずそれを再録することにしよう8）。  

「まず，資本制生産には必然的に遊休貨幣資本が伴うこと，その遊休貨幣資本  

の保管・出納・振替等の流通費用も不可避のものであることが，既に論証され  

ていると前掟しよう。個別的産業資本が本来的に負担せねばならない貨幣取扱  

費用は，独立の資本（まだ銀行資本と規定できないので一応『貨幣取扱資本』  

と名づけておく）が集中的に担うことによって節約される。したがって遊休資  

金は『貨幣取扱資本』のもとに集積され，多く集積される程単位当り貨幣取扱  

費用も減少する。ところで，遊休資金は－・時的に遊休するにすぎないから預託  

には当然時間的制約が加わり，その時間もまちまちである。しかし，われわれ  

は多く集積されればされる程，預金期間が平均化し，単位期間内預金量も平均  

化してくると想定できるだろう。そうした過程を通じて，『貨幣取扱資本』のも  

とにはあらゆる時点に（もはや一・時的ではないという意味で個別資本的性格を  

脱却した）一・定の預金残高が存在することになり，『貨幣取扱資本』がこの預金  

残高をいかに利用しようとも，各個別資本の引出しに対する支払いには支障を  

きたさない。たとえば，毎期平均百万円・三カ月の預金があれば，いつも三百  

万円の預金残高を保有し，しかも預金の支払いには新しく預金される部分で対  

応できるのである。   

ここで注意すべきことは，この預金にはまだ利子はつかないと想定されてい  

ることである。通常の銀行預金論では，預金するのは預金利子がつくからであ  

るとされる。しかし，なぜ預金に対して利子が支払われうるかと問うた場合，  

貸付により（産業資本の増大した利潤からわけられる）貸付利子がえられるか  

らだということになる。ところが，なぜ貸付が可能になるのかを聞えば，預金  

があるからだということになり，結局循環論になってしまう。われわれも，預  

7）山口〔16〕第3章と第4章をつなぐ次の文章がそれを端的に示している。「前章では信用   
媒介説批判を鮮明にするために，信用創造にとっての預金の意義を徹底的に消極化して   
捉えたが，本章では預金の意義について改めて補足的考察を試みる」と。（103ページ）   
それでも後にみるように，山口〔16〕第4章では預金の意義は第二次的なものでしかない。  

8）以下の文章のうち，遊休貨幣資本の保管という問題と出納・振替の問題とは明確に区   
別すべきであった。   
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金の目的が預金利子獲得にあることを認めるが，その展開は論理上はあくまで  

も次に展開する銀行貸出論の後でなければならない。そこで始めて，預金利子  

支払いを基軸にし貨幣取扱業務を副次的なものとする本来的な銀行預金論が，  

再構築されるであろう。」（拙稿〔12〕107～108ページ）   

ところで，貨幣取扱資本→銀行資本への道を論理的にとらえ直すといっても，  

貨幣取扱業務と信用との前後関係をどのようにとらえるかという点からみると，  

大きくわけて三つの立場がある。第一・の立場は，マルグスのように，貨幣取扱  

資本を信用関係から切り離して与えることができる（『資本論』第3巻第4篇第  

19章がそれにあたる）とする立場で，最近では鶴野〔7〕にそれをみることが  

できる。第二の立場は，貨幣取扱業務を銀行信用論の－・環として展開した方が  

よいとする立場で，拙稿〔12〕や大内〔2〕がそれにあたる9）。以上二つの立場  

は，篇別構成上の差異はあるが，いずれも，貸付あるいは手形割引に先立って  

預金論を与える構成をとっている。これに対して第三の立場は，貨幣取扱業務  

は信用関係＝貸付関係ぬきにしてはそもそも考えられないとするもので，それ  

放この立場では貨幣取扱費用の節約だけでは預金の必然性はいえないとし，結  

局預金そのものには第二次的な役割しか与えられないことになる。宇野理論の  

多くの論者（たとえば小野〔5〕や山口〔16〕）がこれにあたる10）。第一・の立場  

即ち篇別構成の問題は本稿ではとりあげないとし，第三の立場は後に改めてと  

9）たとえば，「マルクスは，産業資本の流通過程にみられる貨幣の純粋に技術的な諸運動   
のみを切りはなし，とくに信用関係からそれを切りはなして，これを自立的な－贋本の   

機能たらしめようとしたために，かえってその具体的な存在形態としては前期的資本を   
考えざるをえなくなった，と解することも，あながちむりな解釈ではないであろう。そ   
れはいずれにしても，マルクスの貨幣取扱資本の議論のなかには，マルクスと臭って，   

これを信用関係から切りはなさず，むしろ具体的には銀行資本の一機能としてみれぼ，   
十分に首肯しうるものがふくまれているのである。」（大内〔2〕256ページ）  

10）たとえば，「貨幣の保管等の取扱業務は外部に委譲されて集中されればその費用を節約   
しうる性質をもつものであるが，貨幣という特殊な商品の取扱いは，単にそれのみを専   
門的に行なうだけの私的資本に委託するにはあまりにも危険が大きすぎる。その資本が   
他方で与信活動を行なっていてはじめて委託が行ないうるのである。そしてこの与信活   
動を行なう資本は，のちにみるように，この委託業務を与信治動の二次的基盤としてと   
り込むことによってその与信能力をいっそう強化され，自己の支払約束による与信をい   
っそう拡大しうることになり，その拡大のためにむしろ対価を支払ってでも積極的に預   
金を集中することにもなる。」（山口（16〕119ページ）   
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りあげることとして，ここでは，拙稿〔12〕と同じような主張を展開している  

（その意味では宇野理論の中では例外的な立場である）大内〔2〕第5章につい  

てだけとりあげることにしよう。拙稿〔12〕では，貨幣取扱資本の下に利用可  

能な資金が形成されることを前提にして，そ・の資金で手形割引がなされる（銀  

行貸出論）という構成になっている。しかし，大内〔2〕ではすでにみたよう  

に，商業信用の限界を商業手形に期限があることに求め，それ放その克服は銀  

行券によってなされる以外にないとしている。すると，貨幣取扱資本の下に形  

成される資金は，直接割引に使用されるのではなく，銀行券の支払準備という  

位置づけを与えられることにならざるをえない。しかしそうなると，小野や山  

口が強調するように，銀行預金論は銀行信用（銀行資本）論にとって二次的な  

ものにならざるをえない。（たとえば，支払準備は自己資本で十分可能であるか  

もしれないのである。）にもかかわらず，貨幣取扱資本→銀行資本へという道（銀  

行預金論）を生かしたい大内は，結局遊休資金が社会的に利用されていない点  
●●●●●●●●  

●●● は商業信用のひとつの限界であるという奇妙な議論をもち出してくる。こうし  
て大内は，商業信用の限界という点を共通の軸として，商業信用→銀行信用へ  

という道と貨幣取扱資本→銀行資本へという道とが統合されるというのである。  

しかし，小野〔6〕が批判するように，遊休資金の社会的利用・節約が徹底さ  

れねばならないという要請を抱き，その充足に努めるべき主体も一向に定かで  

ない議論を採用することはとうていできないであろう。   

（2）銀行貸出論  

次の間題は，このように利用可能となった遊休資金がいかに利用されるかと  

いう問題である。融資する銀行資本にとっては，この遊休資本を投下する部面  

はさまざまにあり，手形割引も手形貸付も当座貸越も本質的には同じことであ  

る。しかし，商業信用が資本制的生産様式でもつ意義を前提にするなら，手形  

割引こそがその代表的なケースとしてとりあげられねばならない。   

周知のように，手形割引の意味は通常商業信用の限界を出発点にし，それを  

克服するものとして与えられていた。しかし本稿では，こうした論点からひと  

まず離れて，手形割引の意味を割引をうける個別的産業資本の運動や割引をす   
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る銀行資本の運動にそくして与えることにしよう11）。まず個別的産業資本にと  

って手形割引はいかなる意味をもっているか。「毎日，われわれの目の前でくり  

ひろげられている」事実を観察するなら，それは信用売りの結果成立した債権  

（手形）を現金化することである。この現金化の意味をまず資本の運動をある時  

点で切った貸借対照表形式によってみることにしよう。商業信用の連鎖が形成  

されている場合，個別産業資本は現金比率という経験的に与えられる比率を基  

準として，流動負債に対してたえず一・定の大きさの現金を保有していなければ  

ならない。手形割引は，手形を現金化することであるから，流動資産の項目の  

うち受取手形が現金に替わることを意味する。流動負債の大きさも現金比率も  

不変であるから，この現金化した部分は不要となり，このことは負債・資本項  

目の資本部分が少なくてすむということであり，結局手形割引によって資本の  

節約が可能になるのである。もちろん，これは商業信用の連鎖が形成されてい  

る場合から手形割引が行なわれた場合への変化を解析したものであって，手形  

割引を恒常的に行なっている個別的産業資本家の意識では，手形割引は支払準  

備金としての現金の不足に対応してなされるものと考えられ，資本の節約とか  

生産の拡大とかが考えられるわけではない。なぜなら，そこではすでに節約さ  

れた資本の下で資本の運動が行なわれているからである。次に，この現金化の  

意味を資本の運動の流れにそって考えてみよう。現金化するということは，（割  

引した手形が不渡りになれば，通常割引依頼者も遡及をうけるから完全とはい  

えないが），一応流通期間が終了したことを意味する。流通期間が終了すれば，  

流通期間が存在したなら必要であったであろう予備資本が不要になり，資本の  

節約が可能になることを意味する。   

そこで以上の点を更に詳しく確認するために先の例を延長した例で図解して  

おこう。生産物はA→B→Cと流れ，Cの生産物は最終生産物とし，その買手  

は消費者とする。（したがって，以上の取引に商業資本は介在しないと前提して  

おくことにする。）Cの買手は消費者であるから，Cが売手となって商業信用を  

形成するということはありえないことになる。AとBは先の例と同じとし，C  

11）これによって，信用論を競争論的に展開するという視点が銀行信用論でも貫徹される   
ことになろう。   
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は流動不変資本200と可変資本100を投下しなければならないとし，他の条件は  

AやBと同じとする。第5図が現金売買の場合，第6図が商業信用の連鎖が形  

成された場合，第7図が手形割引が成立した場合であり，それぞれを貸借対照  

表形式で示したのが，第8・9・10図である。さて，現金売買の場合と商業信  

用の連鎖が形成された場合を比較すると，後者ではBとCでそれぞれ100と200  

の資本が節約されたことがわかる。これに対して手形割引の場合では，Cにお  

いては信用売りをしていないので手形割引もありえず何の変化もないが，Aと  

Bに新しい変化があらわれる。即ち，手形割引によって自らの流通期間の一・部  

が終了したかのようにあらわれ（不渡りになれば，遡及をうけるので，完全で  

第5図 現金売買   

資本投下時点  期 1 2  3  4  5  6  7  8  9 10  

・    t ＿＿＿＿●L＿＿＿＿＿t    ・＿＿＿＿＿▲＿＿＿＿＿l l＿＿－＿＿1＿＿＿“＿」  

・  ・＿＿＿＿＿J＿＿＿．＿t    ・＿＿＿＿＿L‖＿＿＿l l＿＿＿＿＿」  

l l＿＿…＿し＿＿＿＿＿l l…＿＿＿●1＿＿＿＿＿l l  

（㈲（投下資本は  

第1図と同じ）  

（功（投下資本は  

第1図と同じ）  

8期期首200C  

9期期首200C十100V  

lO期期首200C＋100V  

ll期期首200C＋100V  

（q  

800C十300V  

＊図は10期まで表示するにとどめる。   
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はないが），その結果商業信用で売手となった資本家の流動不変資本と可変資本  

の節約が可能となる。それ故，産業資本間の売買では売手としてしか登場しな  

い（だからこそ商業信用では予備資本を節約することができなかった）Aにも，  

資本の節約効果が実現することになる。そしてBにおける節約効果は二重とな  

る。つまり，商業信用における買手としての節約効果で100（C）を節約し，商業  

信用における売手として必要であった資本100（C）＋100（Ⅴ）を手形割引によっ  

て節約し，かくして750の総資本が450の総資本に節約されることになる。   

次に，割引する銀行資本にそくして手形割引をとらえるとどうなるであろう  

か。銀行資本にとってはすでに一層の預金残高が形成されていることが前提さ  

弟6図 商業信用の連鎖   

資本投下時点  期 1 2  3  4  5  6  7  8  9 10  

■    l＿＿＿＿＿上ニニニニニ1    し＿＿＿＿＿∫ニ＝ニニニ1   ・＿＿＿＿＿1ニニニニこつ  

I l＿…＿＿∫ニニニニご1   l●＿＿＿＿∫ごニニニニ1   ・＿＿＿＿＿j  

・   J＿＿＿＿＿r二ごニニニュ   l＿＿＿＿＿【＝＝＝＝；「   l   

（郎（投下資本は  

第1図と同じ）  

（功（投下資本は  

第2図と同じ）  

6期期末200C  

7期期首  100V  
7期期末200C  

8期期首  100V  
8期期末200C  

9期期酋   100V  

（亡）  

600C＋300V  
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れている。そこで問題は二つにわけられる。一つはこの預金残高を手形割引を  

通していかに利用するかであり，もう一つは手形割引をする際割引料をいかに  

設定するかである。前者の点については拙稿〔12〕を引用すれば次のようにな  

る12）。  

第7図 手形割引   

資本投下時点  期1 2 3 4 早 年 7 8 9 10  

1  1  J  ↓  
」＿＿＿＿＿＿⊥‖‥＿⊥＿＿＿⊥‖‖＿    ］    ‖‥＿    ］    ＿＿＿‖⊥．．．＿．・・・・・・・」  

↓、  ↓  ）  ↓  
l l＿＿＿＿＿」  l＿＿＿＿＿l l＿＿＿＿＿・l l＿＿＿＿＿J  

1期期首100V  

2期期眉100V  
200V  

3斯期末100C  

4期期首  100V  

4期期末100V  

5期期首  100V  

（郎  

…＿＿主＿．＋」－＿ 」  

J  J  

‖＿＿＿」       l＿＿＿＿＿J   

200C＋200V  

忙）（投下資本は  

第6図と同じ）  ：   －  

＋．  

（1手形割引）  

12）以下にみるように，われわれは，手形割引によって銀行から洗出していく貨幣と手形   
の支払によって銀行へ流入してくる貨幣とを対応させているが，小野〔5〕や山口〔16〕は，   

手形割引の際振り出された銀行券への免換請求（そのための金準備）と手形の支払によ   

って銀行へ流入してくる金貨幣とを対応させている。（たとえば，「手形の決済を通じて   

銀行に流入する金貨幣が，産業資本の流通資本部分に支えられた銀行券の滞留とあいま   

って，銀行券のいわば平均的な債務決済＝党換請求に充当すべき金準備の主要な部分を   
形成する」小野〔5〕74ページ）この差異は，結局銀行券による割引か現金による割引か   
という論争の中で決着がつけられねばならない。   
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第9図 商業信用の連鎖の貸借対照表  

A  

第8図 現金売買の貸借対照表  

A  

現金50  

半製品50 製品100  

受取手形100   

300   300   

現金100  
原材料100 半製品150  

製品400   

750   750   

現  金100  支払手形 100   

原材料100  

半製品150  

製品200  
受取手形200   

750   750   

現金150  
原材料200  1200   
半製品250  

製品600   

1200   1200  

現  金150  支払手形 200   

原材料200  
半製品250  

製品600   

1200   1200  
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「銀行資本は，銀行預金論で設定さ  

れた利用可能な－・定の預金残高でい  

かに貸付を行なうのであろうか。銀  

行資本が手形割引をする場合，割引  

する手形額（貸付畳）と手形期間（貸  

付期間）は個別資本の性格に応じて  

まちまちである。しかし，いずれも  

預金の場合と同様に，多くなればな  

る程平均化が生ずると考えてよい。  

したがって，単位期間当り平均貸付  

量を，自己の保有する－・定の預金残  

高÷平均貸付期間，として設定する  

ことができる。たとえば，預金残高  

が三百万円・平均貸付期間が三カ月  

であれば，毎月百万円の手形割引が  

行なわれる。同時に毎月百万円の返  

済（手形の支払）が行なわれ，貸付  

が継続されるのである。（もちろん，  

預金量・貸付畳ともに拡大再生産に  

伴って拡大していくと想定すべきで  

あろう。）」（拙稿〔12〕110～111ペー  

ジ）   

他方，割引料をいかに設定するか  

という問題を考えるためには，まず  

割引に伴うコストを考慮しなければ  

ならない。今のところ，預金に利子  

はつかないものとしているので，手  

形割引のコストとしては預金利子を  

計上しなくてもよいが，商業信用の   

第10図 手形割引の貸借対照表  

A  

現金50  
半製品50  200   
製品100   

200   200   

現  金100  支払手形 100   

原材料100   

半製品150  

製品200   

550   550   

現  金150  支払手形 200   

原材料200   

半製品250  

製品600   

1200   1200  
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場合と同様に，信用調査費用等の流通費用を投下しなければならないし，貸倒  

引当金も準備しなければならない。（これらのコストがいかなる大きさをとるか  

については後にみることにする。）そして，個別的銀行資本にとっては手形割引  

によってこれらの費用へ投下した資本の回収とそれへの利潤分与が保証されね  

ばならない。（それがいかに可能となるかも後にみることにする。）いずれにせ  

よ，これらの要因が割引料を規定することになる。   

以上のように，われわれは手形割引の意味を個別的産業資本や銀行資本にそ  

くして与えてきたが，この議論を商業信用の限界から銀行信用へという従来の  

議論の文脈の中に投げかえしてみよう。くり返しみてきたように，手形割引に  

よって，割引をうける側では資本の節約がなされ，生産の拡大が実現すること  

になるが，こうした利益は商業信用の場合と同じである。では差はどこにある  

のか。商業信用では，この利益は買手に発生し，買手は自らの商品の販売＝貨  

幣の還流までの間支払をのばすことによって予備資本を節約したのである。こ  

れに対して手形割引では，この利益は売手の側に発生し，売手の流通期間が－ 

応終了することによって直接的に予備資本が節約されたのである。したがって，  

同じ予備資本の節約といってもその中味は異なるものであり，それ故個別的産  

業資本は先の例でみたように（先の例のBの場合），一・方で買手としては信用で  

買うことによって予備資本を節約し，他方では売手として信用売りした手形を  

現金化し，流通期間を消滅させることによって予備資本を節約することができ  

たのである。いわばこ慮の効果を享受することができたのである。するとここ  

に一つの重要な問題が登場してくる。即ち，商業信用の限界を克服するものと  

して銀行信用（手形割引）を位置づけるという考え方が正しかったのかという  

疑問である1き）。商業信用の限界という場合，先にみたように，そもそも商業信用  

が成立しえないケースと，本来商業信用が成立してもよいはずのところが何ら  

かの障害があって成立しなくなっているケースとにわけられる。そして，銀行  

信用によって克服されるべき商業信用の限界というものは，後者のケースを考  

13）これは，本稿Ⅰでみたように楊枝が提起した問題でもある。但し，楊枝は商業信用論   
を展開していないので，従来の論争とはほとんどかみあわず，一方的な批判だけに終っ   
ている。   
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える場合が多かったといってよい。（拙稿〔12〕もそうした立場をとっていた。）  

しかし，手形割引が売手に流通期間を劇応消滅させることによって予備資本を  

節約させるということは，商業信用の展開に際してはそもそも節約効果の対象  

に入っていなかった問題であり，（そ・れも商業信用の限界とよぶなら）それはま  

さに前者のケースにほかならない。つまり，後者のケースでいうような商業信  

用の限界がなくて，商業信用が全面的に展開されている下でも，手形割引の効  

果は成立しうるのであり，それ故先の例でみたように二重の効果が成立してい  

るのである。かくしてわれわれは，まず銀行信用は商業信用が本来対象としえ  

なかった領域に遊休資金の融通という形で作用し14），次にそれが結果として本  

来の商業信用の限界（後者のケース）をも克服していくことになるととらえる  

べきであると考える。   

では，手形割引が本来の商業信用の限界にいかなる作用を及ぼすであろうか。  

先にみたように，銀行が手形割引をする際にもコストがかかることに変りはな  

い。そしてそれらのコストはすでにAとBの間の商業信用間で，売手たるAが  

支出したり準備したりしているのだから，銀行が同じことをすれば，全体とし  

てのコストの上昇があるようにみえる。しかし，銀行から手形割引によってA  

に渡ったのが現金であるから，Aが商品を購入する際信用で買う必要はなく，  

Aに売る資本家にとってはもはやそれらのコストは不要になる。したがって全  

体としてのコストが必ずしも増加するとは限らない。（但し，先の例では，Aは  

可変資本のみを投下し，信用で買う部分はないことになっている。）更に，手形  

割引が恒常的になってくれば，そうしたコストは産業資本側ではなく，銀行が  

担うものとなっていくであろうから，ますますコストの増加の回避は可能とな  

る。しかし最も根本的な点は次の点である。即ち，銀行資本は多くの手形割引  

を通して，多くの産業資本と接するから，不渡りの危険を分散することができ，  

商業信用の連鎖が成立しただけの場合と比較してはるかに少ない流通費用や貸  

倒引当金ですますことができる。こうしてコストを大幅に縮減することができ  

るようになり，商業信用の限界を克服し（不等式を逆転させ），銀行によって割  

14）これを商業信用の限界から銀行信用を与えたものだというかどうかは，定義の問題に   

すぎないであろう。   
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引されることを前提とした商業信用が従来以上に広く成立することになる。   

（3）銀行資本論  

拙稿〔12〕では，銀行資本を，貨幣取扱費用と（信用調査費用や債権取立費  

用等の）流通費用に投下された資本であると定義している。大内〔2〕第5章  

でも同じような定義が与えられている。ところで，銀行資本も資本である以上，  

投下資本の回収と投下資本への利潤分与が保証されねばならない。これは，遊  

休資金を預かる際に産業資本からうけとる貨幣取扱費用と手形割引の際に産業  

資本からうけとる割引料とによって実現されねばならない15）。貨幣取扱費用も  

信用調査費用等の流通費用もともに産業資本自らがもともと負担せねばならな  

いものであったし，しかも両費用とも銀行資本が担うことによって節約が可能  

になっている。したがって，これらの費用の回収と利潤分与が可能になる条件  

はすでに明らかにされている。（この点は，商業資本自立化の根拠とほぼ同じ論  

理である。）更に，割引に伴う利益から割引に伴うコストを引いたものは，どの  

ように分割しても（産業資本にとっても銀行資本にとっても）利潤率を高める  

ものとしてのみ作用する。かくして，投下資本の回収と投下資本への利潤分与  

の条件は十分に充たされているのである。もちろん，銀行資本も平均利潤の法  

則の作用をうけるから，個別的銀行資本相互の競争や銀行資本と産業資本との  

競争を通じて，理想的平均的には銀行資本に平均利潤が分与されるように，割  

引率と（産業資本からうけとる）貨幣取扱費用が決定されることになる。その  

際，割引率は叫・方では利用する遊休資金の回転の問題があるから，金額と期間  

に応じて決定されねばならないし，他方では割引に伴うコストに差がある以上，  

同一・金額同一・期間でも差をもつ形で決定されねばならない。   

以上のように，銀行資本の定義，銀行資本自立化の根拠，銀行利潤の源泉が  

与えられるとすると，次に，このように与えられた銀行資本が価値増殖をその  

15）銀行利潤の増大のためには，貸出の増大が必要であり，貸出の増大のためには預金の   
増大が必要となるという論理の延長上には，貨幣取扱費用は銀行資本自らが負担すると   

いう関係も成立しうるが，ここではまだ貨幣取扱費用は産業資本が銀行資本を支払うも   
のと想定しておこう。   
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動力としていかなる運動を展開するかをみなければならない。個別銀行資本が  

預金利子率や貸出利子率の操作，更にはサービス競争を武器にしていかなる競  

争を展開するかという点は，すでに拙稿〔13〕でみたのでここでは省略するこ  

とができる。ここでは，そうした運動が借用制度それ自身にいかなる作用を及  

ぼすかという点だけをとりあげればよい。問題は二つにわけられ，一つは信用  

創造の問題，もう一つは預金利子の問題である。   

信用創造の問題について。以上から明らかなように，われわれは，手形割引  

はまず金貨幣で行なわれるものとし，次に銀行資本の価値増殖という点から銀  

行券や派生的当座預金による信用創造が行なわれると論理的には与えるべきで  

あると考えている。ここでは，そうした考えが正しいかどうかを検討するが，  

そのことは，手形割引はまず金貨幣によってなされるとするか銀行券によって  

なされるとするかという周知の論争にふれることになる。この間題を明らかに  

するために，まず手形裏書流通と手形割引とを比較してみよう。第6図は，商  

業信用の連鎖が形成された場合であったが，Bは，6期以降一方で信用売りを  

しながら他方で信用買いをしている。そして信用買いを信用売りによってえた  

手形で行なうなら，手形裏書流通になる。ところが，手形裏書流通によっては  

新しく資本の節約は生じない。裏書によって信用度が増加し，信用買いが容易  

になった（その意味で本来の商業信用の限界を克服しやすい）というだけで，  

第6図と比較してBにとって必要な資本量に変化はないのである。これに対し  

て第7図では，Bは更に200（C）＋100（Ⅴ）の資本の節約が可能になっている。  

これは，5期末の手形の支払や6期期首の可変資本購入を手形割引によってえ  

た貨幣で行なったからであり，要するに現金を手に入れたからである。手形裏  

書流通でも同じ効果が実現するためには，5期末の手形の決済に裏書した手形  

が使用できるとか，6期期首の可変資本購入に裏書した手形が使用できるとか  

ということがなければならない。しかしそれは不可能である。手形決済のため  

には，支払手段としての貨幣が登場しなければならず，支払手段としての貨幣  

は第一・義的には金貨幣でなされねばならないからである。そこで更に一歩進め  

て，手形割引を期限付きの銀行手形や銀行券で行なったらどうであろうか。ま  

ず期限付きの銀行手形の場合，それが決済手段として使用されるなら，金貨幣   
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と同じ効果を発揮するであろう。しかし，銀行手形が信用度が高いとは無条件  

にはいえないし（大内〔2〕152ページ），銀行といえども倒産ということはあ  

りうるのである。したがって，期限付きの銀行手形は手形裏書流通を補強する  

ことはあっても，労働者はもちろんのこと資本家にあっても現金と同じものと  

して使用されることはありえないであろう。つまり，今3カ月の手形が何らか  

の障害があって裏書流通しえない時，それに代って期限付きの銀行手形が流通  

することはありうるであろうが（この場合，期限付きの銀行手形は手形裏書流  

通を補強するものであるといってよい），今ちょうど期限のきた手形の決済に期  

限付きの銀行手形を使用することはできないであろう。これに対して銀行券は  

どうであろうか，銀行券は，期限のない，持参人要求払でいつでも金貨幣と交  

換できるものであり，いわば金貨幣に無限に近い存在である。そうであるが故  

に，銀行券は決済手段として使用できる（決済手段の代替もできる）のであり，  

手形割引の際，期限付きの銀行手形にはできなかった効果を発揮しうるのであ  

る。そしてそのため，銀行券は現金にふさわしい形態（たとえば端数のつかな  

い単位金額）に変化することになる。そうであるとすれば，叙述の仕方はどう  

なるか。一・般的にいって，BはAとほとんど同じであるからAがはたすのと同  

様の効果をBが発揮できるのであるとすれば，論理的には，まずAによる効果  

を説き，続いてBによるAの代替（代替が行なわれるのはそれによって量的に  

拡大するからである）を説くべきではないだろうか。かくして，手形割引はま  

ず金貨幣によってなされるとし，続いてその量的限界をうち破るもの（信用創  

造）として，銀行券による割引や派生的当座預金による割引を与えるべきであ  

ろう16）。  

16）従来の論争では，銀行券による割引を第一・義的に考える論者が圧倒的に多かったが，   

その論拠は大きくわけて二つある。－一・つは，商業信用の限界を商業手形の流通上の限界   
におきかえた上で，商業手形の流通上の限界が銀行券の登場によってはじめて克服され   

るとするものである。宇野自身は別として宇野理論ではこうした立場がとられることが   
多い。もう一つは，貨幣取扱業務（費用）の集中・節約の論理の中から，金預り証＝信   
用貨幣の発行・流通を与え，その延長上に信用貨幣による貸付（信用の利子付資本化）   
を与えるものである。この場合は，利子付資本の投下部面が貸付であっても手形割引で   
あってもすでに金貨幣が登場する必要がなくなっているので，当然銀行券による割引が   
主張されることになる。こうした主張は最近では楊枝〔18）〔19〕〔20〕にみることができる。  

まず前者の立場からみてみよう。本稿では拙稿〔12〕とは異なり，そもそも商業信用の   
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預金利子について。以上のように信用創造を考えるとしても，その信用創造  

の大きさは究極的には支払準備（貨幣）の大きさに卸約される。これを拡大す  

るためには積極的に預金を拡大せねばならず，それは必然的に預金利子をつけ  

て預金を集めるという行動を銀行資本にとらせることになる。こうなると，銀  

行資本自立化の根拠や銀行利潤の源泉の問題はきわめて不透明になっていく。  

いままでの議論を整理すると，第一・に，投下資本の回収や投下資本への利潤分  

与は流通費用や貨幣取扱費用（いずれも本来産業資本自身が負担せねばならな  

いものであった）を節約代位することによって可能となったのである。ところ  

が第二に，手形割引に伴う効果の一部を割引料の中で銀行資本がうけとるよう  

限界から銀行借用を説くという立場をそ・のままの形では採用していないので，以下の批  

判は南定的なものでぁる。先にみたように，商業信用の限界をどのようにとらえるかと  
いう点については，山口〔16〕の考えが正しいものとしなければならない。ところで，商  

業信用の限界を克服する，即ち不等式を逆転させるには，銀行券ではなく金貨幣で割引  
いても十分可能である。但し，その場合は肝心の金貨幣がどこからくるのかが問われる  
ことになる。そこで山口〔16）では，この点から逆に金貨幣であってはならないことを説  

くのである。「割引を貨幣で直接行なう場合には，与信資本は，信用調査などの諸費用と  
不渡準備とに投ぜられる貨幣資本にたいしてだけでなく，手形の割引による交付とその  
満期における還流とを繰返す貨幣資本にたいしても，割引料から割引に要した諸費用を  

差引いた残りを利潤として計上しなければならない。この利潤率が一腰的な利潤率以上  
のものでありうれば，手形割引は資本投下の対象となりうるわけであるが，手形割引を  
貨幣で直接行なうわけにゆかないというのは，その場合にはこの資本は－・般的利潤率を  

維持しえないからである。いいかえれば，このような与信資本が少なくとも－・般的利潤  
率を維持しうるということは，受信資本にとっては受信によって調達しえた貨幣資本に  

一腰的利潤率以上の利潤を分与することを意味し，それでは自らが自己資本として貨幣  
資本を追加した場合に比べてとくにメリットがないことになり，そのような受信は恒常  
的，－・般的な関係としては成立するはずがないわけである。そ・こでこの外的資本として  

は，与信によって少なくとも一・般的な利潤率を維持しうるためには，与信を自分の約束  

手形で行ない，自己資本としての貨幣はその支払準備とするという仕方で受信需要に応  
ずるほかないことになる。」（山口〔16〕117～118ページ）これに対してわれわれの立場か  

らは次のように答えることができる。われわれのような形で銀行預金論が設定されてい  
れば，銀行が割引く際の貨幣とは，銀行の下にあつまった遊休資金（の預金残高）であ  

り，銀行の自己資本は，信用調査費用等の流通費用や貨幣取扱費用に投下されると考え  
ることができる。したがってこの場合には貨幣で割引いても一腰的利潤率を十分実現し  
うることになる，と。   
次に，銀行券による貸付（割引）を主張するもう一つの立場についてみてみよう。楊  

枝は，商業信用→銀行信用へという展開を否定し，貨幣取扱業→利子付資本→銀行業へ  
という展開のみを主張するが，その展開は次のような形になっている。即ち，楊枝はま  

ず，「貨幣取扱業の展開による遊休貨幣資本の共同プー／レの形成→利子生み資本としての  

運用（貨幣の利子生み資本家）という脈絡で，『貨幣取扱業者たちの特殊的機能として発  
展する』という銀行業生成の論理を理解するこれまでの通説をしりぞけ」る。（楊枝〔20〕   
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になると，銀行利潤の源泉は諸費用の節約代位だけではなくなってくる。更に  

第三に，借用創造によってそうしたうけとり分を拡大させることができるよう  

になるから，逆に，諸費用を銀行資本自身が負担することも預金利子をつけて  

積極的に預金を集めることも可能となってくる。そして，個別銀行資本は，利  

潤の拡大をめざして，貸付（割引）の拡大一預金の拡大，その手段として貨幣  

取扱費用の銀行負担や預金利子設定を行なうのであるが，競争のメカニズムを  

通して，事後的には銀行利潤も平均利潤に収赦していくことになる。こうして，  

銀行資本自立化の根拠や銀行利潤の源泉は不透明になっていくが，不透明な形  

態こそ資本制社会に生きる人々の日常意識にのぼる形態でもある。  

31ページ）そして正しくは，「貨幣取扱業が媒介する貨幣流通の技術的操作が預金貨幣， ●●●  

その指図書である小切手，預託貨幣の受領証として発行された一・覧払約束手形等の生成  
と流通をとおして遂行される」（32ページ）のであり，それ故「中世的段階においてすら，  

預金貨幣の流通がみられたのである。」（32ページ）そうなると，「当座預金（＝決済性預  

金）の振替の時点や，小切手や預金受領証での支払後の－・定時間経過時点で，支払が完  
了したとみなす慣行が必然的に形成されてこざるをえないであろう。貨幣取扱業務の社  
会的集中（→当座勘定業務の生成）に伴うこれら信用貨幣の流通は，商業手形の流通と  
は異って，これら信用貨幣に『絶対的貨幣機能』を与えるという社会規範を形成せしめ  

るのである。」「この信用貨幣の『絶体的貨幣機能』（→信用の貨幣化）こそが，利子生み  
資本範疇の成立を前提に，信用の貸付（→借用の利子生み資本化）を，すなわち貨幣取  
扱業の銀行業への転化を不可避とするのである。」（33ページ）以上の主張の本稿の展開  
にあわせて考えるなら，本稿ⅠⅠ銀行借用論（1）銀行預金論の中で，信用貨幣の流通とその  
絶体的貨幣梯能化を与えておくべきであるし，そうであれば，（2）銀行貸出論では，絶体  

的貨幣機能をもった信用貨幣で割引等は行なうとすべきであるとするものであろう。わ  
れわれは，貨幣取扱業務の延長上に，信用貸幣の流通とその絶体的貨幣機能化を与えて  
おくべきであるともいう主張を否定するものではない。しかしわれわれは，本稿で強調  

したように，その絶体的貨幣機能化した信用貨幣が（銀行の利子付資本の投下部面とし  
ての）手形割引で使われる時，論理的には絶体的貨幣が使われた場合の憲味をまず与え  
ておく必要があると考える。そのように考えると，叙述の仕方としては，銀行預金論か  

ら銀行貸出論を展開した後で，信用創造の展開の前提として信用貨幣の流通と絶体的貨  
幣機能化を説いてもよいようにも思われる。この点からいえば，楊枝の主張には矛盾が  

あるように思われる。即ち，楊枝は他方で，「一九章で明らかにされた貨幣取扱資本のも  

とに形成された貨幣資本の遊離・析出」が，「第五篇第二一・章での『貨幣資本家』と『機  
能資本家』の想定という理論的抽象を可能ならしめたのである」（楊枝〔20〕30ページ）と  

考えている。それ故，第5篇第21章で与えられているのは，「貨幣の利子付資本化」であ  
って，「信用の利子付資本化」では決してないのである。そうなると，第5窟第21章のよ  
うな貨幣の利子付資本化が，信用の利子付資本化に先立って不可欠であるということを  
事実上認めているように思われる。そのことは，楊枝では商業信用論がないが，われわ  

れのように，商業信用論を前提にし，銀行の扱う利子付資本の投下部面の一つが手形割  
引であると理解するとすれば，手形割引においては金貨幣で割引く形が論理的には先行  
していなければならないことを意味するのではないだろうか。   
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ⅠⅤ  

最後に，信用制度の競争論的再編についての方法論的考察を行なっておこう。  

競争論的再編とは，拙稿〔15〕の商業資本論を例にとれば次のようになる。即  

ち，商業資本論は一・方で産業資本の内的論理から必然的に商業資本が発生する  

ことが明らかにされるべきであるし（商業資本の自立化，商業利潤の源泉等の  

機能分化論），他方では個別産業資本相互の競争を通して，そうした商業資本の  

本質規定が再措定されねばならない17）。とはいえ，ここでは利子論と信用論と競  

争論とが相互に関連しあっており，そうした相互関連を説きあかすことは決し  

て容易なことではない18）。   

利子論と信用論について。マルクスは，『資本論』第5篇第21章～第24章で利  

子付資本論を抽象的に与え，続く第25章～35章では（通常ここで信用論が与え  

られているとするが，拙稿〔14〕で強調したようにそうではなく）信用制度と  

17）この点に関して山口〔17〕はきわめて注目すべき問題提起をしている。即ち，われわれ   
がわけている二つの論理を，「行く先論アプローチ」と「行動論アプローチ」と呼んだ上   
で，「行く先論アプローチ」を限定的に使用すべきであるとする。「行動論アプローチと   
いっても，分析者がいる以上多かれ少なかれ行く先論アプローチが組み合わされざるを   
えないが，その場合にも分析者が予定していた行く先は，当事者との関係で変更される   
ことがありうるものとして設定されると考えられなければならないのである。分析者が   
自らの関心にしたがって設定した目標を何が何でも展開しようとすると，当事者にその   
意識と行動原則からは説明のつかないような行動を強制することにもなりかねない。」  
（6ページ）本稿ではこの間題提起を検討する余裕がないので，別稿で検討することにし   
たい。  

18）「『資本論』体系は，資本制生産の基本的諸範疇，基本的構造，基本的な諸法則・諸矛   
盾を解明する『資本－・般』体系であったからこそ，『最も簡単な』『商品』から出発して，   
それ自体上向的展開をとげる一つの上向的体系たり得たのである。しかし，こうした基   
本的諸範疇・諸概念，基本的構造，基本的な諸法則・諸矛盾の『現実軌・『具体的』な  
運動や形態の理論的解明となれば，多くゐ意義舶疲盛Lそ鳥肉LそJゝく疲森を喝実   
的』・『具体的』な運動や形態が対象となるのであるから，それらの解明は，さまざまな  
面からすすめられていくこととなり，それらがころゐ上向由鹿索という形をとり得ない   
のは，むしろ当然のことではないだろうか。」（井村〔1〕26ページ）これは，『資本論』の   
より現実的具体的な展開を自らの課題としてきた井村が，その課題はマルクスのプラン   
に単純にそう形では実現できないことを自ら認めたものである。そうした否定的な結論   
は，r資本論』のより具体的な展開を試みる場合にはもはや出発点でなければならないだ   
ろう。   
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産業循環過程を前提にした上で，より現実的具体的な次元での利子付資本論を  

与えているのである。他方，マルクスには借用論の本格的分析はみられず，信  

用論研究は宇野以降の戦後の研究によって始めて実現していくことになる。で  

は，利子論と信用論はいかに関連し，どこが異なるのか。いうまでもなく，利  

子付資本の運動を媒介するのが銀行資本であり，銀行資本がいかに成立するの  

かを説くのが信用論の一つの課題であるから，利子論と信用論の関連性は明ら  

かである。他方，利子付資本＝貸付資本の運動を規定するのは基本的には貸付  

資本の需要・供給の担い手たる産業資本自身であり，決して媒介者たる銀行資  

本ではない。（もちろん，銀行資本の行動が貸付資本の運動に間接的な影響を与  

えることも否定してはならない。）その意味で，信用論の研究によって利子論が  

すべて明らかになるわけではない（利子論と信用論は異なる）ことも明らかで  

ある。この利子論と信用論の区別をふまえた上で，次にそれらと競争論の関連  

についてみてみよう。   

利子論と競争論について。競争という場合，われわれは二つの異なった次元  

を区別しなければならない。一つは，個別資本がさまざまな武器を使い，より  

大きな利潤をめざして展開する競争であり，もう一つは産業循環過程である。  

この親争の二つの異なった次元に対応して，利子論と競争論の関連についても  

二つの異なった次元を設定しなければならない。第一・は，利子率の操作等を武  

器とする個別銀行資本相互の競争がいかに展開され，その中で利子論はいかに  

与えられていくかをみるものであり，拙稿〔13〕はこの分析を試みたものであ  

る。これに対して第二に，産業循環過程を前提にして貸付資本の現実的運動を  

分析したのが『資本論』第5篇第25章～第35章であり，このような解釈を与え  

たのが拙稿〔14〕である。（もし，個別銀行資本の競争も産業循環過程も捨象し  

た上で－それ故，一切の競争を捨象した上で一利子論を与えるとすれば，『資本  

論』第5篇第21章～第24章のような規定になるであろう19）。）  

19）その意味でこの分析は，注17）で引用した山口〔17〕の表現を使えば，利子論が行く先   
論アプローチ」であるということになる。但し，ここでは媒介者としての銀行資本は捨   
象されているが，銀行資本を導入しても，理想的平均的に考える（競争を捨象する）限   
り同じことであろう。   
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信用論と競争論について。利子論と信用論は相互に関連しあっているから，  

信用論と東争論の関連については，その－・郡はすでに利子論と競争論の関連の  

中でみたことになる。そうした部分を除いて考えると，信用論と競争論の関連  

として問題とされねばならないのは，商業信用論や銀行借用論の展開それ自身  

の中に競争論的視点の導入が必要ではないかという点である。その導入が十分  

であったかどうかは読者の判断を待たねばならないが，本稿Ⅰで述べたように，  

本稿と拙稿〔11〕〔12〕が異なる一つの中心点がここにあるのである。  
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